
2026 年 4 月  

三菱電機株式会社  

パンフレット読替表 
 

本資料は、2026 年 1 月更新契約の「総合パンフレット」(2025 年 6 月作成)に記載されている内容のうち、今回の募集にあたり、読替えてい

ただきたい内容について記載した資料となります。制度内容等の詳細については「総合パンフレット」をご一読ください。 

 

１．運営元部署名（表紙及び 1 ページ） 

2026 年 4 月 1 日付で三菱電機株式会社の組織変更に伴い、運営元の部署名が「人財・カルチャー変革統括部 人事総務部 労政福祉 

グループ」に変更しています。 

 

２．いのちの保険 

 

 

 

 

 

 

  
MY-A-26-団-001061 

意向確認【ご加入前のご確認】 

ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を【契約概要】、ご加入に際して特にご注意いただきたい事項を

【注意喚起情報】に記載していますので、ご加入前に必ずお読みください。また、各事項の詳細につきましては本パンフレットの該当箇所を必ず

ご参照ください。ご加入にあたっては、【契約概要】【注意喚起情報】および本パンフレットの内容とあわせて、保障内容・保険金額・保険料等

がご意向に沿った内容となっているか、ご確認のうえお申込み(新規加入)ください。 

ページ 項目 パンフレット記載内容 読替内容 

－ ご加入にあたり － 

今回のご案内につきましては以下のお取り扱いはできませんので 

ご注意願います。 

・既にいのちの保険にご加入している方(配偶者・こどもを含みます)の 

保険金額変更 

・既にいのちの保険にご加入している方の配偶者・こどもの追加加入 

8 ページ 

配当金について 

●1 年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合には配当金とし 

てお支払いしますので、実質的な負担は軽減されます。 

●1 年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合には配当金とし 

てお支払いしますので、実質的な負担は軽減されます。ただし、今回 

は 6 ヵ月で収支計算を行います。 

継続加入者向けの

ご案内 

●現在、本人死亡・高度障害保険金(年金原資)300 万円、400 

万円、600 万円、700 万円、800 万円、900 万円、1,100 万 

円、1,200 万円、1,300 万円、1,400 万円、1,700 万円、 

2,200 万円、3,800 万円、3,986 万円に加入の方は、同保険金 

額のまま継続できます(退職後は上記限度額までの金額に限ります) 

が、同保険金額への新規加入・変更はできません。 

対象外 

保険料について 

●記載の保険料は概算保険料であって正規保険料は申込締切後 3

ヵ月以内に算出し概算保険料と異なった場合は初回に遡って精算

いたします。 

●記載の保険料は正規保険料です。 

●P7～P8 の保険料表に記載のない保険金額の保険料については、

申込書に添付の「既加入(同額継続)の方向け保険料表」をご確認

ください。 

対象外 

9 ページ 

保険期間 
1 年間(2026 年 1 月 1 日～2026 年 12 月 31 日)で以後毎年更

新します。 

6 ヵ月間(2026年7月1日～2026 年 12 月 31 日)で以後毎年

1 年ごとに更新します。 

保険料 在職中の方は、毎月の給料から差し引きます。(初回は 1 月分給料から) 保険料は、毎月の給料から差し引きます。(初回は 7月分給料から) 

配当金 

この保険は 1 年ごとに収支計算を行い、剰余金があれば配当金として

加入者(保険年度期末である 12 月 31 日有効被保険者)に 3 月

(予定)、還付されます。 

この保険は1年ごとに収支計算を行い、剰余金があれば配当金として加

入者(保険年度期末である 12 月 31 日有効被保険者)に 3 月(予

定)、還付されます。ただし、今回は 6 ヵ月で収支計算を行います。 

10 ページ 
加入時および内容 

変更時のご注意点 

● 新規加入・保障額の増減・脱退・その他保障額以外の変更(例：

保険金受取人の変更)をご希望の場合は、所定の申込書に必要

事項を記入・押印のうえ、P2 に記載の提出先にご提出ください。 

※ 保障額の増減・脱退・その他保障額以外の変更の場合も押印は

必要となります。 

※ 申込印兼確認印兼告知印は鮮明に押印ください。 

● 新規加入をご希望の場合は、所定の申込書に必要事項を記入・

押印のうえ、P2 に記載の提出先にご提出ください。 

※ 申込印兼確認印兼告知印は鮮明に押印ください。 


